
 

 

私道への公共下水道管きょ設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」という。） 

第２条第８号に規定する本市の処理区域内及び処理区域となる予定の区域内にお

いて、私物たる道路（以下「私道」という。）に公共下水道管きょの設置基準を

定めて、下水道の普及促進を図るものとする。 

 

（用語） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び福知山市下水道条例（平成２４ 

年福知山市条例第３３号）において使用する用語の例による。 

 

（設置基準） 

第３条 私道における公共下水道排水設備は、その土地又は建築物の所有者（以下 

「土地所有者等」という。）が設置し、改築し、及び管理するものとする。 

２ 次の各号のいずれにも該当する場合においては、福知山市上下水道事業管理者 

（以下「管理者」という。）が、私道における下水道管きょを設置し、改築し、 

及び管理することができる。 

(１)  私道が公物たる道路（以下「公道」という。）に接続しており、当該下水 

道管きょに下水を排除することを希望する所有者の異なる家屋（公道に面し 

た家屋を除く。）が２戸以上あること。 

(２)  私道が、不特定多数の人の用に供され、その利用について制限が設けられ 

ていないこと。 

(３)  私道は、下水道管きょの設置が可能な幅員を有すること。 

 (４) 私道に係る土地の所有者全員が、当該土地に下水道管きょを設置すること、 

及びその維持管理をすることに合意していること。 

 (５) 当該下水道管きょの申請者全員が、当該工事完了後速やかに排水設備工事

を行うことに同意していること。 

３ 管理者は、前項の規定により下水道管きょの設置をしたときは、私道を原状に 

回復するものとする。 

 

（費用負担） 

第４条 前条第２項の下水道管きょの設置に要する費用は、管理者が５０パーセン 

ト、土地所有者等が５０パーセントを負担する。 

２ 前条第２項の下水道管きょの改築、修繕、維持その他の管理に要する費用は、 

管理者の負担とする。 



 

 

（申請） 

第５条 この要綱に基づき、私道に下水道管きょの設置を希望するときは、代表者 

を選定し、次に掲げる書類を管理者へ提出するものとする。 

（１） 公共下水道管きょ設置申請書 （別記様式第１号） 

（２） 公共下水道管きょ設置申請者名簿 （別記様式第２号） 

（３） 公共下水道管きょ設置承諾書 （別記様式第３号） 

（４） 位置図（別記様式第４号）及び公図等の写し 

 

（審査及び通知） 

第６条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、必要な審査及び調査等 

を行い、その結果を公共下水道管きょ設置決定通知書（別記様式第５号）により 

前条の代表者に通知するものとする。 

 

（工事） 

第７条 この要綱により設置を決定した下水道管きょの工事は、毎年度予算の範囲 

内で行うものとする。 

 

（完成後の措置） 

第８条 この要綱により設置された私道の下水道管きょの所有権は、管理者に帰属 

し、維持管理は管理者が行うものとする。 

 

（下水道の移設等） 

第９条 この要綱により設置された下水道の全部又は一部を移設し、又は撤去しよ 

うとするときは、管理者の承認を受けなければならない。この場合において、当 

該移設又は撤去の工事に要する費用は、原因者の負担とする。 

 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の私道等における公共下水道施 

設築造工事実施要綱（昭和４５年制定）の規定よりなされた処分、手続きその他 

の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 


